
※７.③のその他費用は、1ヶ月あたりの病衣代を1,500円、おむつ用品代を10,000円、居住費負担を11,100円として計算した場合になります。

※８.①に関しては最低⽣活費を収⼊が上回ると、医療費の本⼈⽀払額が発⽣する場合があります。

障課
（65歳未満）

  約

 ① 24,600 円
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（現役並みⅢ）
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（現役並みⅠ）
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⽼課
（65歳以上）

円157,000

 70歳以上  ⽣活保護受給者 ※7 + + =

22,600 70歳以上  区分Ⅱ 90日超え

〔 140,100円 〕
〔 93,000円 〕

252,600円＋（ 医療費－842,000円 ）×1%

167,400円＋（ 医療費－558,000円 ）×1%

〔 44,400円 〕
80,100円＋（ 医療費－267,000円 ）×1%

57,600円

 ①
 70歳以上  ⽼初 障初 非課税 + +
 70歳以上  ⽼課 障課 課税 多数該当 + +② 41,400 円 ③ 約 22,600 円 ※7 =
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 70歳以上  区分Ⅰ + + ③ 約
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 70歳以上  区分Ⅱ + + ③ 約 22,600 ① 24,600 円
 70歳以上  現役並みⅠ 一般 多数該当 + +41,400 円44,400

②
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②
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 70歳以上  現役並みⅠ +1%分 + + ※7③ 約 ① 80,100 円 円
  約 70歳以上  現役並みⅡ 多数該当 + + ③ 約 22,600 円93,000 円
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②
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例  70歳以上  現役並みⅢ +1%分 +
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 ※５.患者様の体調等により、負担額に変動があります。

+ ※7 =円③ 約

《 》+① 診療にかかる費用

1月あたりの請求 ⽉額　8,000 〜 12,000円 程度 ※５⽉額 1,500円(税別)
【⽉３０日として計算】

⼊院費用の概算（1ヶ月あたり）

 ※６.原則、６５歳以上の患者様に費用負担が発⽣します。

※３.２０１８年４月１日より、課税世帯（所得区分が現役並所得と一般）の⽅は、⼊院と在宅療養の負担の公平等を図る観点から、⾷事1⾷につき４６０円

非　課　税　世　帯

現　役　並　所　得

（区分Ⅱ）

（ 460円 × 3回 ）× 30日　＝　41,400 円

（ 100円 × 3回 ）× 30日　＝    9,000 円

病衣の貸し出しを希望される患者様

1日につき３７０円

居住費負担(光熱水費相当額)

100円
（現役並所得と一般）

◆ おむつを使用される方は、入院時より当院が準備したおむつを使用していただきます ◆

（区分Ⅰ）

 ③ その他の費用(病衣・おむつ用品代等)

⽉額　11,100円 ※６

【⽉３０日として計算】

非　課　税　世　帯

（区分Ⅰ）

★☆★　７０歳以上の患者様　★☆★

所得区分

ある患者様は、① と ② に対し別料⾦が設定されています。

４回目以降の限度額　※１

一　　　　 　　般

所得区分

 ② ⾷事にかかる費用

⽼初
（65歳以上）

釧路中央病院　⼊院中にかかる費用について

障初
（65歳未満）

食事代（１食につき）

15,000円

※１.過去１２か月以内に３回以上月額限度額に達した場合は、４回目から月額限度額が、それぞれ決められた額まで下がります（多数該当）。

57,600円
〔 44,400円 〕

医療費の1割を⾃⼰負担し、残額を助成

※ 特定医療費（指定難病）受給者証、特定疾患医療受給
者証（スモン等）をお持ちで、入院中に利用することが可能で

区分

 ① 診療(⼊院医療費)にかかる費用
⽼初・障初と⽼課・障課７０歳以上の患者様

入院医療費（⽉額限度額） 入院医療費（⽉額限度額）　※１

◆ 標準負担額減額認定証制度・限度額適用認定証制度を利用される患者様は申請が必要です ◆

後期⾼齢者1割負担の⽼課対象者は
受給者証の発⾏が省略されている場合があります

※２.２０１４年４月１日までに７０歳の誕⽣日を迎えた患者様は、特例措置(１割負担)の対象です。２０１４年４月２日以降に７０歳を迎えた患者様は、

非 課 税 世 帯 （区分Ⅰ）

課　税　世　帯

非 課 税 世 帯

住     ⺠     税

（区分Ⅱ）住     ⺠     税

（区分Ⅱ） （ 210円 × 3回 ）× 30日　＝　18,900 円

◆ 当院では、経管栄養の患者様も食事にかかる費用が発⽣する食品を利用しています ◆

⽼初・障初と⽼課・障課

210円 〔 160円 〕 ※4

0円
医療費の⾃⼰負担分をすべて助成

　　　 月額限度額に到達するまで２割負担（７４歳まで）となります。

460円　※3

24,600円

おむつ用品代

+ ③ その他の費用② ⾷事にかかる費用

※４.過去１２ヶ月間の⼊院日数が９０日を超えた場合、⾷事１⾷あたりの単価が下がります（再度申請〜医療機関への提⽰が必要）。

非　課　税　世　帯 （区分Ⅱ:90日超え）

1日につき５０円

（ 160円 × 3回 ）× 30日　＝　14,400 円

　　　 を負担いただくことになりました。

22,600 円

22,600 円

③ 約 12,000 円

22,600 円
③ 約

円
円

41,400②
②
②

41,400 円
41,400

円

18,900 円
14,400 円

円
③ 約 22,600 円

③ 約
+1%分

+1%分

+1%分
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円316,600

円

円144,100
121,600 円

円108,400

46,600　約 円

円66,100

円121,600

円41,500〜31,600
  約 円108,400

140,100 円 ①

61,600

44,400 円
　約

  約

②
9,000

②

 ① 円0

　約

約18,900〜 ③ 約9,000

 ①診療(⼊院医療費)にかかる費用に対し
ては、上記(⽼初・障初と⽼課・障課の表)
の通り助成があります。

 しかし、②⾷事にかかる費用に対しては助
成がありません。

 よって、⾷事にかかる費用については、左側
に記載されている所得区分の表から⾷事に
かかる費用が決まります。

12,000 円 ① 0 円 円0


